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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
食品を処理する工程のなかで微生物および他の食品を媒介とする細菌を処理するための組
成物であって、改良として、６重量％～８重量％の量の塩化セチルピリジニウム；０．０
０５重量％～０．０２重量％の量の塩化Ｎ－アルキルジメチルベンジルアンモニウム；０
．００５重量％～０．０２重量％の量のトリクロロメラミン；０．００５重量％～０．０
２重量％の量のヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド；およびバランスの水を
含む水溶液を包含する、組成物。
【請求項２】
請求項１に記載の組成物であって、塩化セチルピリジニウムが、７．５重量％の量で存在
する、組成物。
【請求項３】
請求項１に記載の組成物であって、前記塩化Ｎ－アルキルジメチルベンジルアンモニウム
が、０．０１重量％の量で存在する、組成物。
【請求項４】
請求項１に記載の組成物であって、前記トリクロロメラミンが、０．０１重量％の量で存
在する、組成物。
【請求項５】
請求項１に記載の組成物であって、前記ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド
が、０．０１重量％の量で存在する、組成物。
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【請求項６】
請求項１に記載の組成物であって、前記水が、９２．４７重量％の量で存在する、組成物
。
【請求項７】
食品を処理する工程のなかで微生物および他の食品を媒介とする細菌を実質的に除去する
ための組成物であって、改良として、６重量％～８重量％の量の塩化セチルピリジニウム
；０．００５重量％～０．０２重量％の量の塩化ジデシルジメチルアンモニウム；０．０
０５重量％～０．０２重量％の量のトリクロロメラミン；０．００５重量％～０．０２重
量％の量のヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド；およびバランスの水を含む
抗菌溶液を包含する、組成物。
【請求項８】
請求項７に記載の組成物であって、塩化セチルピリジニウムが、７．５重量％の量で存在
する、組成物。
【請求項９】
請求項７に記載の組成物であって、塩化ジデシルジメチルアンモニウムが、０．０１重量
％の量で存在する、組成物。
【請求項１０】
食品を処理する工程のなかで微生物および他の食品を媒介とする細菌を除去するための水
溶性組成物であって、３．５重量％～８重量％の量の塩化セチルピリジニウム；０．００
５重量％～０．１重量％の量の塩化Ｎ－アルキルジメチルベンジルアンモニウム；０．０
０５重量％～０．０２重量％の量のトリクロロメラミン；０．００５～０．０２重量％の
量のヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライドおよびバランスの水を含む、水溶性
組成物。
【請求項１１】
水および／または蒸気で胴体を加熱するための熱湯消毒器、１つ以上の抗菌溶液を胴体に
噴霧するための噴霧ステーションおよび冷却ステーションを通して家禽の胴体を処理する
工程によって、家禽における食品を媒介とする微生物を実質的に除去するための方法であ
って、改良として、噴霧ステーションで３．５重量％～８重量％の量の塩化セチルピリジ
ニウム；０．００５重量％～０．１重量％の量の塩化Ｎ－アルキルジメチルベンジルアン
モニウム；０．００５重量％～０．０２重量％の量のトリクロロメラミン；０．００５～
０．０２重量％の量のヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライドおよびバランスの
水を有する組成物を適用する工程、ならびに熱湯消毒器における使用のために該組成物を
再利用する工程を包含する、方法。
【請求項１２】
塩化セチルピリジニウム、塩化Ｎ－アルキルジメチルベンジルアンモニウム、トリクロロ
メラミン、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライドおよび水から本質的になる、
有効な量の溶液を用いて肉製品を処理する工程を包含する、食品を媒介とする病原体を除
去するための方法であって、塩化セチルピリジニウム、塩化Ｎ－アルキルジメチルベンジ
ルアンモニウム、トリクロロメラミン、およびヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロ
ライドの各々が、それぞれ、３．５重量％～８重量％の量、０．００５重量％～０．１重
量％の量、０．００５重量％～０．０２重量％の量、および０．００５～０．０２重量％
の量で存在する、方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載の方法であって、塩化セチルピリジニウム、塩化Ｎ－アルキルジメチル
ベンジルアンモニウム、トリクロロメラミン、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロ
ライドの各々が、それぞれ、６重量％～８重量％、０．００５重量％～０．０２重量％、
０．００５重量％～０．０２重量％および０．００５重量％～０．０２重量％の量で存在
する、方法。
【請求項１４】
請求項１２に記載の方法であって、食品を媒介とする汚染が、微生物、細菌および微生物
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因子を包含する、方法。
【請求項１５】
塩化セチルピリジニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、トリクロロメラミン、ヘ
キサデシルトリメチルアンモニウムクロライドおよび水から本質的になる、有効な量の溶
液を用いて肉製品を処理する工程を包含する、微生物を除去するための方法であって、塩
化セチルピリジニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、トリクロロメラミン、ヘキ
サデシルトリメチルアンモニウムクロライドの各々が、それぞれ、６重量％～８重量％、
０．００５重量％～０．０２重量％、０．００５重量％～０．０２重量％および０．００
５重量％～０．０２重量％の量で存在する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００３年３月５日に出願された米国仮出願第６０／４５１，６７８号、お
よび２００３年１０月３日に出願された米国仮出願第６０／５０７，９４９号による出願
日の優先権を主張し、その仮出願の両方は、それらの全体が本明細書中に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、概して、食品中の病原微生物を除去するための組成物および方法に関連する
。より詳細には、本発明は、病原菌を実質的に除去するために、肉および家禽を処理する
ための水溶性組成物に関する。
【０００３】
　食品を媒介とする疾患の予防は、食品業界、大衆および監督官庁にとって最大の関心事
である。Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａは、潜在的に致命的な結果を有する、より一般的な腸感染
の１つである。Ｔｈｅ　Ｕ．Ｓ．Ｃｅｎｔｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｅａｓｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ａｎｄ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎは、毎年約４０，０００症例のサルモネラ症が米国
において報告されていると報告している。多くの軽い疾患は、診断または報告されないの
で、感染症の実際の数は、３０倍またはそれ以上であり得る。サルモネラ症は、冬季の数
ヶ月間より暖かい数ヶ月に、より一般的である。幼児、高齢者、および免疫無防備状態は
、重症の感染症に最もかかりやすい。急性のサルモネラ症で、毎年約６００人が死亡して
いると推定されている。
【０００４】
　他の食品を媒介とする微生物としては、Ａｅｒｏｍｏｎａｓ　ｈｙｄｒｏｐｈｉｌａ；
Ａｒｃｏｂａｃｔｅｒ　ｂｕｔｚｌｅｒｉ；Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ；Ｃａｍｐ
ｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｊｅｊｕｎｉ；Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ（「ｅ－ｃｏｌ
ｉ」）；Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ；Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕ
ｓ　ａｕｒｅｕｓが挙げられる。これらおよび他の微生物は、家禽および肉組織に付着し
、単独で洗い流す微生物の除去を困難にさせる。従って、照射、化学処理および物理工程
を含む他の処理が、この問題を解決するために使用されている。例えば、リン酸三ナトリ
ウムが、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａを除去するために、家禽処理において使用されている。し
かし、研究は、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ処理に対するリン酸三ナトリウムの効力の矛盾する
結果を提供している。
【０００５】
　米国特許第５，３６６，９８３号は、第４級アンモニウム化合物（「ＱＡＣ」）の水溶
液を含む組成物を開示している。しかし、アルキルピリジニウムおよび塩化セチルピリジ
ニウム（「ＣＰＣ」）および臭化セチルピリジニウム（「ＣＰＢ」）を含む第４級アンモ
ニウム陽イオン界面活性剤は、Ｓ．ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍおよび他の種でない微生物を
除去する際に効果的であると報告されている。ＣＰＣを用いた処理が長期間、大量のＣＰ
Ｃを肉または家禽に接触する工程を必要とすることもまた見い出されている。これは、組
成物中のＱＡＣおよび他の化学物質を除去するために、高価な流れに沿った処理工程を必
要とする。代表的に、これは噴霧されて有害廃棄物と同様に運ばれて生成物を取り戻すこ
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とによって行われる。
【０００６】
　米国特許第５，８５５，９４０号は、病原性の毒素を産生するＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ
汚染の付着を阻害、および除去するためのＱＡＣを含む組成物を開示している。この特許
は、水溶液中のアルキルピリジニウム、テトラアルキルアンモニウムおよびアルキルアル
サイクリック（ａｌｋｙｌａｌｃｙｃｌｉｃ）アンモニウム塩からなる群より選択される
ＱＡＣを含む組成物を開示している。
【０００７】
　他の処理方法としては、塩素溶液を用いるか、またはリン酸三ナトリウムの溶液を用い
る処理が挙げられる。塩素溶液は、病原微生物の全てを除去する効果がないと見い出され
ている。リン酸三ナトリウムは、家禽の内部および外部が消毒される再処理工程に使用さ
れている。この工程は、リン酸三ナトリウムを除去するために、処分前に再処理装置の水
を濾過する工程を必要とする。
【０００８】
　現在、広範囲の微生物に対して効果的である有効な抗菌剤は知られていない。従って、
広範囲の微生物を除去するために、汚染された家禽および肉を処理するための組成物なら
びに方法が必要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、食品を媒介とする微生物を死滅させるための組成物および方
法を提供することである。本発明の別の目的は、家禽および肉組織における微生物の増殖
を実質的に阻害するための組成物を提供することである。本発明のさらに別の目的は、ヒ
トの食物摂取のための安全である組成物を提供することである。本発明のこれらならびに
さらなる目的、特性、および利点は、添付の図面と併せて理解される本発明の例示的な実
施形態の以下の詳細な説明を読んだ後で明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（発明の詳細な説明）
　１つの実施形態において、本発明は、食品を媒介とする微生物に対する家禽および肉組
織を処理するための抗菌組成物に関する。特に、本発明の実施形態は、ハロゲン化セチル
ピリジニウム、ハロゲン化ベンズアルキルアンモニウム、トリクロロメラミンおよび水を
含む組成物に関する。必要に応じて、組成物は、さらなる界面活性剤および他の抗菌剤を
含み得る。
【００１１】
　ハロゲン化セチルピリジニウムは、任意（または組み合わせ）の塩化セチルピリジニウ
ム、臭化セチルピリジニウム、塩化ローレルピリジニウム（Ｌｕａｒｅｌ　Ｐｙｒｉｄｉ
ｎｉｕｍ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ）、臭化ローレルピリジニウム（Ｌａｕｒｅｌ　Ｐｙｒｉｄ
ｉｎｉｕｍ　Ｂｒｏｍｉｄｅ）、塩化ミリスタルピリジニウム（Ｍｙｒｉｓｔａｌ　Ｐｙ
ｒｉｄｉｎｉｕｍ）または臭化ミリスタルピリジニウム（Ｍｙｒｉｓｔａｌ　Ｐｙｒｉｄ
ｉｎｉｕｍ　Ｂｒｏｍｉｄｅ）であり得る。
【００１２】
　ハロゲン化アンモニウムは、任意（または組み合わせ）の塩化アルキルジメチルベンジ
ルアンモニウム、塩化Ｎ－アルキルジメチルエチルベンジルアンモニウム、塩化アルキル
トリメチルアンモニウム、臭化アルキルトリメチルアンモニウム、塩化アルキルキノリニ
ウムアンモニウム、臭化アルキルキノリニウムアンモニウム、塩化アルキルイミダゾリニ
ウムアンモニウム、臭化アルキルイミダゾリニウムアンモニウムおよび臭化アルキルジメ
チルベンジルアンモニウムであり得る。
【００１３】
　第４級アンモニウム塩としては、特にアルキルピリジニウム、テトラアルキルアンモニ
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ウムおよびアルキルアシサイクリック（ａｌｋｙｌａｃｉｃｙｃｌｉｃ）アンモニウム塩
が挙げられ得る。代表的な第４級アンモニウム塩は、ヘキサデシルトリメチルアンモニウ
ムクロライド（ＡＤ－１６第４級アンモニウム塩）である。
【００１４】
　１つの実施形態において、水溶性組成物は、約３．５重量％～８重量％（好ましくは７
．５重量％）の量の塩化セチルピリジニウム；約０．００５重量％～０．１重量％（好ま
しくは０．０１重量％）の量の塩化Ｎ－アルキルジメチルベンジルアンモニウム；約０．
００５重量％～０．０２重量％（好ましくは０．０１重量％）の量のトリクロロメラミン
；約０．００５～０．０２重量％（好ましくは０．０１重量％）の量のヘキサデシルトリ
メチルアンモニウムクロライド（ＡＤ－１６第４級アンモニウム塩）およびバランスの水
を含む。
【００１５】
　本発明の別の実施形態による組成物は、約６重量％～８重量％（好ましくは７．５重量
％）の量の塩化セチルピリジニウム；約０．００５重量％～０．０２重量％（好ましくは
０．０１重量％）の量の塩化Ｎ－アルキルジメチルベンジルアンモニウム；約０．００５
重量％～０．０２重量％（好ましくは０．０１重量％）の量のトリクロロメラミン；約０
．００５重量％～０．０２重量％（好ましくは０．０１重量％）の量のヘキサデシルトリ
メチルアンモニウムクロライド（ＡＤ－１６第４級アンモニウム塩）およびバランスの水
を含む。
【００１６】
　本発明の好ましい実施形態において、抗菌組成物は、塩化セチルピリジニウム（７．５
部）；塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム（０．１部）；トリクロロメラミン（
０．１部）；ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（Ａｒｑｕａｄ　ＡＤ－１
６（塩化トリメチルアンモニウム））（０．１部）；水（９２．２部）を含む。
【００１７】
　以下に考察されるように、出願人の実験は、好ましい実施形態が、特定の点まで水で希
釈された場合でさえ、同様に有効であることを示す。例えば、活性成分（水以外の任意の
もの）は、１部の活性成分につき５０～４００部の水の範囲における水で希釈され得、ま
だ有効に実施され得ることが見い出されている。
【００１８】
　さらに、抗菌溶液は、家禽の処理以外の用途のために効果的であると見い出されている
。例えば、上記に同定された溶液による組成物は、家禽の寝わらを処理するために効果的
であると見い出されている。提案された抗菌溶液は、製紙工場で作られるような家禽の寝
わらに加えられる。それは紙処理工程ラインの間、静電塗装によって適用される。それは
家禽の寝わらとして使用するための目的のサイズに切り刻まれる前に紙の両面に適用され
る。
【００１９】
　本明細書中に開示された抗菌組成物の別の適切な用途は、レーズンの生成における用途
である。代表的なレーズン作業プラントにおいて、乾燥するために外気にブドウをさらす
ために、ブドウは開放空気の基材上に並べられる。基材もまた、外気にさらされ、種々の
空気で運ばれる微生物で汚染される。基材の継続的な使用に対して、基材はブドウを汚染
する。出願人は、本明細書中で開示されるような抗菌溶液を用いて基材を処理することは
、除去しない場合の、交差汚染の問題を減少させることを発見している。レーズン作業プ
ラントにおいて、ブドウは、それらがレーズンに変化して乾燥するまで、ブドウの木の場
所の近くの畑の紙の基材の上に置かれる。カビおよび白カビは、気候によって引き起こさ
れる露点の変化から湿気が発生する時に増殖し始める。本明細書中に開示された抗菌溶液
は、紙のシーラントとして使用される場合、カビおよび白カビの増殖を防止する。抗菌溶
液は、噴霧または浸漬によって適用される。
【００２０】
　上記の活性成分に加えて、組成物は、粘性、揺変性または水溶液の能力に影響を与え、
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接着して、組織に浸透するために特異的に設計された界面活性剤、充填剤および他の添加
剤を含み得る。適切な例示的な添加剤としては、界面活性剤（例えば、より良い細胞浸透
のためのＴｒｉｔｏｎＸ－１００）が挙げられる。
【００２１】
　図１は、家禽処理に行われる従来の処理工程を示すフローチャートである。図１を参照
すると、コンベヤ１００は、処理プラントの種々の工程を通して家禽を運搬するために使
用される。工程１０１で、もたらされた生きた鳥は、工程１０５で自動化されたコンベヤ
ベルトの上に乗せられる。工程１１０で、生きた鳥は電流にさらされる；この段階はまた
、気絶させることとして公知である。鳥は、それらの頭（主にとさか）が、電流が急激に
変化することを通じて気絶させるものの底の食塩水と接触する場合に気絶する。この電気
衝撃は、鳥を持続的に傷つけるかまたは殺すために十分なダメージを与えないが、鳥を固
定化し、自動化した殺害を可能にするために十分に鳥の体をリラックスさせることを可能
にする。鳥はまだ逆さまにつるされており、首は気絶させるために差し延ばされており、
鳥はプロセスの工程１１５で、自動化循環ブレードによって全血を採られる。
【００２２】
　血液が家禽から除去された後、工程１２０で、鳥は、羽毛をほぐすために約２分間大き
なタンクの循環する熱い水（１２８～１３４°Ｆ）の中に沈められる。この工程は、「熱
湯消毒」と呼ばれる。鳥の羽毛および皮膚は、水に浸された熱湯消毒工程から出てくる。
鳥は共通の浴槽に浸されるので、この工程は、特に細菌の二次汚染の影響を受けやすい。
次は、羽毛をむしり取る工程１２５であり、頭除去１３０が実施される。次いで、鳥は、
膝切断工程１３５で架空コンベヤシステムから落とされる。
【００２３】
　Ｔｈｅ　Ｕ．Ｓ．　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ（「ＵＳＤ
Ａ」）は、熱湯消毒タンクに入る各々の鳥のために加えられる１クォート（約０．９４６
８リットル）の新鮮な水または再利用した水を必要とする；このように、熱湯消毒タンク
から水の連続的なオーバーフローがある。本発明の１つの実施形態において（図２を参照
のこと）、熱湯消毒タンクは、熱湯消毒タンクにおける病原菌の交差汚染を減少させるた
めに、十分な強さよりわずかに小さい（例えば、５０２ｐｐｍ）抗菌溶液を有する下流の
噴霧システムからのリンス液（ｒｉｎｓａｔｅ）で補充される。毎日、開始時に、最初に
十分な濃度の抗菌溶液を有する新鮮な水で満たした後に、熱湯消毒タンクを処理すること
が必要である。これは、噴霧システムリンス液再処理工程より前に、熱湯消毒タンクを通
過する鳥の処理を確実にする。
【００２４】
　もう一度図１を参照すると、工程１３５で、尾腺は除去されて、工程１４０で、穴をあ
ける機械が鳥の口または肛門の周囲を切り開き、約２インチ（約５．０８ｃｍ）のいくら
かの可能な残存する糞便の物質を大腸から除去する。塩素処理した水噴霧は、いくらかの
可能な糞便の物質が鳥の外部の皮膚を汚染することから守るために、この機械で利用され
る。次の機械は、エビセレイター（ｅｖｉｓｃｅｒａｔｏｒ）（工程１４５）である。そ
れは、体の腔から内部の組織を引っ張るために、スプーン様のデバイスを使用する。代表
的に、この機械は、いくらかの腸の内容物が鳥の外部の表面と接触することから守るため
に、塩素処理した水の噴霧を有する。この機械は、胴体から腸または「内臓」を完全に除
去しないが、鳥の背部の上に「内臓パッケージ」を除々におおい、起こり得る疾患につい
てＵＳＤＡ検査職員によって観察され得る。ＵＳＤＡ監査役が内臓パッケージを含む、鳥
全体を観察した後、内臓は胴体から除去され、すでに尾線、頭、首を入れた同じ廃物容器
の中へ落ちる。
【００２５】
　いくつかのプラントにおいて、ヒトの消費のための鳥から砂嚢、心臓および肝臓が採取
される（工程１５０）。しかし、現在は、大多数の処理業者は、彼らが消費市場における
よりも動物試料のビジネスにおけるそれらの産物として、より多くのお金を入手するので
、それらをプラントに放置して、食べるのに適さない物質の部分にする。内臓が容器また
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は「廃物ライン」の中へ落ちた（工程１５５）後、肺は体腔から吸引され、次いで廃物ラ
インへ入る。足に足かせ糸をつけて吊るしているこの完全に内臓を取り出された胴体は、
一般にＷＯＧ（臓物なしの全胴体）と称される。次の２つの工程は、切断機１６０および
首破砕機１６５である。
【００２６】
　ＵＳＤＡ検査および内臓除去の後、胴体の内部および外部を完全に洗浄することが必要
である。胴体がまだコンベヤシステムの上を動いている間、それらは少なくとも１つの「
内部／外部鳥洗浄機」を通る。このシステムは、胴体の自動化した洗浄のために設計され
るステンレス鋼キャビネットからなる。数ガロン（１ガロンは約３．８リットル）の水は
、各々の個々の胴体－内部および外部をきれいにするために使用される。これらの洗浄キ
ャビネットに使用される全ての水は、廃物ラインに方向づけられる。このように、使用済
みの洗浄水、臓器摘出機械をすすぐために連続して使用される水、手およびナイフ洗浄ス
テーションからの水、ならびに必要とされる新鮮な水は、廃物容器を通して食べるのに適
さない物質を移動させるために利用され、廃棄物の流れの中へ堆積される。
【００２７】
　図２は、本発明の１つの実施形態による処理方法を示すフローチャートである。図２を
参照すると、抗菌溶液は、工程１７０で家禽に適用される。この適用は代表的に、吊るさ
れた家禽を噴霧することによって行われる。噴霧工程は、家禽の外部ならびに内部を含み
得る。噴霧工程の間に、予定した量の抗菌溶液が、胴体に噴霧される。図２に示されるよ
うに、次いで、流出液が再利用のために熱湯消毒器に回収され、適用される；このように
、新鮮な水と一緒に抗菌添加物が、胴体の方向に対する向流を提供される。その後、それ
らは、熱湯消毒器に再利用され得るか、または廃棄物の流れに添加され得る。必要である
場合、さらなる抗菌溶液が、所望のレベルの濃度をもたらすために、再利用した流れ２０
０に添加され得る。濃度は用途に依存して変化され得るが、水に対して約３００ＰＰＭ～
６００ＰＰＭの濃度の抗菌容器が効果的であり得ることが見い出されている。
別の実施形態において、プロセスは、熱湯消毒器における抗菌溶液への家禽の最初の曝露
を含む。冷却装置の直前に配置された抗菌噴霧から濾過されたリンス水は、新鮮な水に添
加され得、約４５０ｐｐｍ～６００ｐｐｍの濃度で熱湯消毒器に入る（最初の熱湯消毒タ
ンク水が、十分な濃度の抗菌溶液で作動される開始を除いて）。次いで、この水は胴体を
通り過ぎ得、オーバーフロー（胴体が熱湯消毒器に入る場所）で熱湯消毒器を出て行き得
る。このように、熱湯消毒工程の間、胴体は、最大４５０ｐｐｍ～６００ｐｐｍの抗菌溶
液に曝露される。次いで、胴体は、処理ラインの下へ続いていき得、臓器摘出、切断工程
、および内部／外部鳥洗浄工程を通り、最後に、噴霧キャビネットを通過し、ここで再び
、所望の濃度の抗菌溶液が適用され得る。次いで、鳥は、抗菌溶液の適用のための標準的
なライン速度で噴霧キャビネットを通過する（例えば、１ポンド（約４５４グラム）の胴
体につき約０．２グラムの抗菌溶液）。独立した研究室によって行われた試験は、両方の
曝露点の後で、約３０ｐｐｍ未満の抗菌溶液が胴体に残存することを示した。すなわち、
抗菌溶液の大部分は、キャビネットから流れ出て、濾過されて、熱湯消毒器の中へ入り、
熱湯消毒器の中で胴体を通り過ぎ、廃棄物の流れへ送られる。物質収支計算は、約９９．
９％の抗菌溶液が廃棄物の流れへ送られることを示す。
【００２８】
　さらに別の実施形態において、雫受けが適用システムの一部分として含まれ得る。鳥は
、冷却タンクへ行くそれらの道の上の噴霧キャビネットを出て行くので、それらは、この
雫受けを通過し、濡れた胴体から滴下する流体を含むいくらかの抗菌溶液を回収する。こ
の受け皿は、鳥が噴霧キャビネットを出て行った後、最初の瞬間に胴体を覆う距離、また
は代表的に冷却装置までの半分の距離まで伸長する。この受け皿の中に滴下する液体は、
抗菌噴霧キャビネットから流れる流体と組み合わせられ得、熱湯消毒器に戻って再利用さ
れ得る。冷却装置までの距離の残りの間（すなわち、噴霧キャビネットからの移動時間の
第２の瞬間）、胴体から滴下するいくらかの液体は、プラントの存在するフロア廃物回収
システムの中へ入り得、最終的に廃物の一部分として回収される。
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【００２９】
　上記に示したように、抗菌溶液を用いた処理の後、胴体はプロセスの冷却段階へ高架ラ
インを経由して移動し得る。それらは前冷却装置と呼ばれる巨大タンクの水の中へ足かせ
糸から自動的に落ちる。このタンクの水は代表的に、５５°Ｆを保ち、胴体は約１５分間
、前冷却装置の中に残存する。この時間の間、胴体は４％～５％の追加された水分を吸収
する。前冷却装置の中の水は、冷却ポテンシャルおよび水の吸収を増加させるための水の
移動に役立つために盛んに曝気（ａｅｒａｔｅ）され得る。このエアレーション工程は、
大量の脂肪と組み合わせられ、前冷却水に存在し、冷却水の頂部に浮遊する綿状の物質を
形成する。この物質は代表的に、「冷却スキミング」と呼ばれ、前冷却装置の水から継続
的に除去され、廃物容器へ転送される。
【００３０】
　前冷却タンクから、胴体は冷却タンクの中へ移動する（図１での工程１７５に示される
）。このタンクは、前冷却装置より大きく、低温度であり、普通３２°Ｆ～３４°Ｆであ
る。胴体は、約４５分間、このタンクにとどまり、冷却装置の中でそれらの水分含有量を
さらに３％～４％増加させる。ＵＳＤＡは、家禽の胴体が合計で８％の追加された水分を
得ることを許可する。持続性の水のエアレーションは、冷却装置の水の中に存在する脂肪
と組み合わせられ、大量の冷却スキミングを形成する。前冷却装置と同様に、この物質は
廃物容器へ転送される。冷却後、胴体はプラントの他のエリアへ運搬するための異なる足
かせ糸上に再び吊るされる。それらは、胴体全体のパッケージ化ステーション（工程１８
５）へ移動し得、切断されるかまたは骨をとられ、あるいはそれらはさらなる処理工程お
よび調理工程（工程１９０）のための異なるプラントへ出荷され得る。
【００３１】
　家禽処理環境における抗菌溶液のための廃棄物の流れは、以下に詳細に説明される。示
されるように、噴霧溶液の中に存在する多数の抗菌溶液が、熱湯消毒器に入り、熱湯消毒
器を通過した後、廃棄物の流れおよび廃物へ運ばれる。所望の濃度を達成するために、さ
らなる抗菌溶液が、熱湯消毒器の中に導入する前に、噴霧キャビネットから回収されたリ
ンス液に添加され得る。計算に基づいて、その意図される使用の結果として環境に入り得
る抗菌溶液の最大濃度は、水に残存する量、または熱湯消毒器を通過後、有機物質および
噴霧後、胴体から滴下し得るあるいは冷却の間、再びリンスされ得るいくらかの残留物と
組み合わせられ得る量に制限される。（この量は胴体上の約５０２ｐｐｍの抗菌溶液残留
物であると計算されている）。
【００３２】
　本発明の１つの実施形態において、抗菌溶液は静電塗装の手法によって適用される。こ
れは、再処理段階の後または所定の位置で行われ得る。静電塗装は、空気および液体が別
々にノズルに入ることを可能にする空気噴霧誘導電荷ノズルを使用することによって行わ
れ得る。空気はノズルを通って高速で動き、ノズルチップで液体を横切り、噴霧小滴の形
成を引き起こす。その小滴は、一般に直径３０ミクロン～４０ミクロンである。必要とさ
れる大気圧は３０ＰＳＩ～４０ＰＳＩであるが、液圧は１５ＰＳＩ以下である。噴霧は霧
状であるので、小滴は各々の小滴上の電荷を誘導する独自の包埋された誘導電極を通過す
る。充電式バッテリーは電荷を提供する。負に荷電した小滴は、乱流の空気の流れの力に
よって標的表面上に進ませられる。標的表面（家禽）は、自然に正電荷を有する。噴霧小
滴上の帯電は負である。標的表面上の正電荷は、噴霧小滴を表面の頂部、底部および側面
に引き寄せ、３６０°取り囲む範囲を提供する。いったん、液体が遮断されると、大気圧
はいくらかの残存する噴霧を吸い上げる。空気はノズルの通路をきれいにし続け、維持費
を減少させる。
【００３３】
　従来の処理方法と比較して、出願人の発明は、処理工程が実質的により速く少ない腐食
性であることにおいて特に有利であることが見い出されている。さらに、少量の抗菌溶液
が使用されるので、プロセスはより効果的である。以下の非限定的な実施例は、従来の抗
菌溶液およびプロセスより多くの出願人の発明の利点をさらに示す。各々の事例の結果は
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、出願人の組成物の相対的および予期しない優位性を示す。
【実施例】
【００３４】
　（実施例１）
　本発明の原理による抗菌溶液の効果を、ブロイラーチキンの胴体に関連する細菌の病原
個体群、指示個体群および腐敗（ｓｐｏｉｌａｇｅ）個体群について研究した。熱湯消毒
器の水を、市販の家禽熱湯消毒器のオーバーフロー末端（入り口末端）から回収した。そ
の水を、細菌および細菌胞子の全ての個体群を除去し、研究の間に妨害を避けるためにオ
ートクレーブした。オートクレーブした熱湯消毒器の水を化学的に評価して、生およびオ
ートクレーブした熱湯消毒器の水における有機物質が同様であることを確かめるために生
の熱湯消毒器の水と比較した。
【００３５】
　試験液（抗菌溶液と交代可能に呼ばれる）を、塩化セチルピリジニウム（７．５部）、
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム（０．１部）、トリクロロメラミン（０．１
部）、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライド（Ａｒｑｕａｄ　ＡＤ－１６（塩
化トリメチルアンモニウム））（０．１部）および水（９２．２部）を含むように調製し
た。次に、コントロール溶液をＣＰＣ（７．５重量％）および水（９２．５重量％）を混
合することによって調製した。全ての実施例において同じ溶液を使用した。
【００３６】
　試験管のセットを、９ｍＬのオートクレーブした（滅菌した）熱湯消毒器の水を滅菌し
たポリスチレン試験管に加えることによって調製した。１つのセットを、９ｍＬのオート
クレーブした熱湯消毒器の水を試験管に加えることによってコントロールとして調製した
。別のセットを、９ｍＬのオートクレーブした熱湯消毒器の水および上記に特定したよう
な１ｍＬの試験液を加えることによって調製した。病原菌は、ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔ
ｙｐｇｉｍｕｒｉｕｍ（「ＳＴ」）、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ（
「ＬＭ」）、ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅａｕ（「ＳＡ」）であった。指示
菌はＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ（「ＥＣ」）であり、腐敗細菌（ｓｐｏｉｌａｇ
ｅ　ｂａｃｔｅｒｉａ）はｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｓｃｅｎｓ（「ＰＦ」）
およびｓｈｅｗａｎｅｌｌａ　ｐｕｔｒｅｆａｃｉｅｎｓ（「ＳＰ」）であり、２４時間
、２５℃で、Ｂｒｉａｎ　Ｈｅａｒｔ注入培養液で一晩増殖させた。各々の細菌を、熱湯
消毒を模倣するために、２分間、各々のオートクレーブした熱湯消毒器の水－殺菌剤の組
み合わせに曝露した。曝露時間後、１ｍＬの懸濁液を９ｍＬのＢｒｉａｎ　Ｈｅａｒｔ注
入培養液の中に移してボルテックスした。この混合物の１ｍＬをバクトメーター（Ｂａｃ
ｔｏｍｅｔｅｒ）モジュールの中に移して、細菌の増殖を測定した。その結果を図３～６
に提供した。
【００３７】
　出願人の発明による抗菌試験液を、熱湯消毒器の水の適用と組み合わせて使用する場合
、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ、Ｌｉｓｔｅｒｉａ、ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓおよびｓｈ
ｅｗａｎｅｌｌａの個体群を減少するために効果的であることが図３から見られ得る。平
均時において、実質的な減少は、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉおよびＰｓｅｕｄｏ
ｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓで見られる。相対的に、コントロール溶液は、任意
の上記の微生物をほとんど除去しなかった。
【００３８】
　図４は、試験液およびＣＰＣ溶液に曝露した場合、細菌コロニーの減少を比較的に示す
。ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｇｉｍｕｒｉｕｍ、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔ
ｏｇｅｎｅｓ、ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅａｕおよびＥｓｃｈｅｒｉｃｈ
ｉａ　ｃｏｌｉのコロニー形成単位を試験した。図４において、Ｌｏｇ１０ＣＦＵで示さ
れないが、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓもまた、１０ＣＦＵ／ｍＬまで減少した。
【００３９】
　図５は、コントロール溶液と比較した試験液の効果を示す。Ｅ．ｃｏｌｉおよびＰｓｅ
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ｕｄｏｍｏｎａｓ　Ｆｌｕｏｒｓｃｅｎｓは、コントロール溶液で処理したサンプルと比
較して実質的に減少したが、２４時間以上で、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　Ｔｙｐｇｉｍｕｒ
ｉｕｍ、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　Ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕ
ｓ　ＡｕｒｅｕｓおよびＳｈｅｗａｎｅｌｌａ　Ｐｕｔｒｅｆａｃｉｅｎｓは、完全に除
去することが、図５から見られ得る。
【００４０】
　図６は、試験液およびコントロール溶液に曝露した場合、細菌コロニーの減少を比較的
に示す。図６は図４と類似しており、抗菌試験液を用いた処理に対してほとんど除去され
る全ての微生物のコロニー形成単位を示す。このように、抗菌試験液は、熱湯消毒器の水
の適用と組み合わせて試験した全ての病原菌、指示菌、および腐敗菌を除去する際に非常
に効果的であった。このデータはまた、細菌の非常に高い濃度に対する試験液の有効性を
示す。
【００４１】
　（実施例２）
　実施例２を、家禽に関連する病原菌、指示菌および腐敗菌の集団種々の濃度で抗菌溶液
の効果を測定するために実施した。この目的のために、熱湯消毒器の水を、市販の家禽熱
湯消毒器のオーバーフロー末端（入り口末端）から回収した。その水を、細菌および細菌
胞子の全ての集団を除去し、研究の間に妨害を避けるためにオートクレーブした。オート
クレーブした熱湯消毒器の水を化学的に評価して、生およびオートクレーブした熱湯消毒
器の水において要求される有機物質が同様であることを確実にするために生の熱湯消毒器
の水と比較した。
【００４２】
　ａ）抗菌溶液－抗菌溶液は実施例１の場合と同じであり、約１：１００、１：１５０、
１：２００、１：３００および１：４００の比に脱イオン水で希釈した。
【００４３】
　ｂ）コントロール溶液－試験管のセットを、９ｍＬのオートクレーブした（滅菌した）
熱湯消毒器の水を滅菌したポリスチレン試験管に加えることによってコントロールとして
調製した。１つのセットを、９ｍＬのオートクレーブした熱湯消毒器の水を試験管に加え
ることによってコントロールとして調製した。１つのセットを、９ｍＬのオートクレーブ
した熱湯消毒器の水および１ｍＬの各々の抗菌溶液を加えることによって調製した。前の
実施例と同様に、コントロール溶液は水にＣＰＣ溶液を含んだ。
【００４４】
　ｃ）物質および方法－病原菌Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　Ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ、Ｌｉｓ
ｔｅｒｉａ　Ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　Ａｕｒｅｕ
ｓ、指示菌Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉおよび腐敗菌Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆ
ｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓおよびＳｈｅｗａｎｅｌｌａを、２４時間、２５℃で、Ｂｒｉａｎ
　Ｈｅａｒｔ注入培養液で一晩増殖させた。各々の細菌を、熱湯消毒を模倣するために、
２分間、各々のオートクレーブした熱湯消毒器の水－殺菌剤の組み合わせに曝露した。曝
露時間後、１ｍＬの懸濁液を９ｍＬのＢｒｉａｎ　Ｈｅａｒｔ注入培養液の中に移してボ
ルテックスした。次いで、この混合物の１ｍＬをバクトメーター（Ｂａｃｔｏｍｅｔｅｒ
）モジュールの中に十分に移して、細菌の増殖を測定した。その結果を図７～１７に示し
た。
【００４５】
　ｄ）結果－上記に開示した抗菌試験液は、熱湯消毒器の水の適用を用いて１：１５０の
濃度またはより低い濃度で使用する場合、特にＳａｌｍｏｎｅｌｌａ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏ
ｎａｓおよびＳｈｅｗａｎｅｌｌａの個体群を除去するために効果的であると見い出した
。図７は、コントロール溶液と比較した種々の濃度での抗菌溶液の効果を比較的に示す。
細菌の除去は、約１：１００に希釈した溶液についてかなり高いことが図７から見られ得
る。図８は、コントロール溶液と比較したＳａｌｍｏｎｅｌｌａ　Ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕ
ｍへの試験液の比較効果を示す。約１：１００および１：１５０に希釈した試験液が、コ
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ロニー形成単位を減少させる際に非常に効果的であることが、図８に見られ得る。Ｌｉｓ
ｔｅｒｉａへの抗菌溶液の効果を図９および図１０に示す。図９を参照すると、本発明の
代表的な実施形態による試験液は、約１：４００に水で希釈した溶液を含む、全ての濃度
でのＬｉｓｔｅｒｉａおよびＳｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓの個体群を完全に除去するこ
とが見られ得る。
【００４６】
　図１０は、コロニー形成単位を全ての濃度での抗菌溶液によって実質的に除去したこと
を示す。図１１および図１２は、Ｅ．ｃｏｌｉへの抗菌試験液の種々の希釈の比較効果を
示す。図のように、試験液は約１：１００の希釈でＥ．ｃｏｌｉの個体群を除去し得る。
約１：１５０（またはより低い）の希釈で、試験液はＥ．ｃｏｌｉを除いて試験した全て
の種を除去し得る。Ｅ．ｃｏｌｉは病原菌でないので、熱湯消毒液で除去する必要はない
。その代わりに、プロセスの後で除去し得る。この理由のために、約１：１５０の希釈水
は、熱湯消毒器にとって適切であると見い出される。図１３および図１４は、Ｓｔａｐｈ
ｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓへの異なる濃度での試験液の比較効果を示す。これら
の結果は自明である。図１５および図１６は、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｓ
ｃｅｎｓおよびＳｈｅｗａｎｅｌｌａ　ｐｕｔｒｅｆａｃｉｅｎｓへの異なる濃度での試
験液の効果を比較的に示す。最後に、図１７は、１：１５０の希釈でＣａｍｐｙｌｏｂａ
ｃｔｅｒ　ｊｅｊｕｎｉのコロニー形成単位を除去するための抗菌溶液の効果を比較的に
示す。これらの結果は、本発明の原理による抗菌試験液が、公知の微生物を処理するため
の従来の組成物より優れていることを実証する。
【００４７】
　（実施例３）
　食品と接触する表面に付着するブロイラーチキンの胴体に関連する病原菌、指示菌およ
び腐敗菌の集団への抗菌試験液の効果を研究した。
【００４８】
　ａ）フィルム付着手順－病原菌Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　Ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ、Ｌｉ
ｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅ
ｕｓ、指示菌Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉならびに腐敗菌Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ
　ＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓおよびＳｈｅｗａｎｅｌｌａ　ｐｕｔｒｅｆａｃｉｅｎｓを、
２４時間、２５℃で、Ｂｒｉａｎ　Ｈｅａｒｔ注入培養液で一晩増殖させた。５個の滅菌
したテフロン（登録商標）クーポンを、各々の病原菌、指示菌または腐敗菌の０．２００
ｍＬでコーティングした（全部で３０クーポン）。細菌の接種物を、４時間、クーポンの
表面で乾燥することを可能にした。各々のクーポンを、１：１００の濃度の試験液を使用
して、１０秒間噴霧した（３回に分けた噴霧）。各々のクーポンを、この溶液の３０ｍＬ
溶液で完全にコーティングした。殺菌剤残留物または湿気の発生はなかった。曝露時間の
後で、各々のクーポンを１００ｍＬの滅菌した１％緩衝ペプトン培養液でリンスした。次
いで、この混合物の１ｍＬを、９ｍＬのＢｒｉａｎ　Ｈｅａｒｔ注入培養液の中へ移し、
次いで、この混合物の１ｍＬを、細菌の増殖を測定するためにバクトメーター（Ｂａｃｔ
ｏｍｅｔｅｒ）モジュールの中へ十分に移した。
【００４９】
　ｂ）方法－上記に開示したコントロール溶液を調製した。さらに、抗菌溶液を含み、試
験する目的のために調製した。クーポンのサンプルをコントロール溶液でコーティングし
て、そのバランスを抗菌試験液でコーティングした。両方の適用において、静電コーティ
ング技術を、クーポン基質の表面全体に接着性のコーティングをするために使用した。
【００５０】
　ｃ）結果－結果を図１８に示す。食品と接触する表面上のＳａｌｍｏｎｅｌｌａ、Ｌｉ
ｓｔｅｒｉａ、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ、Ｅ．ｃｏｌｉおよびＰｓｅｕｄｏｍｏｎ
ａｓの個体群を除去する際に、試験液が非常に効果的であることが、図１８から見られ得
る。明らかに、この方法は、処理操作の前後で食品と接触する表面を処理および殺菌する
ために効果的である。
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【００５１】
　（実施例４）
　ブロイラーの胴体に付着したＳａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍならびに
Ｅ．Ｃｏｌｉへの、噴霧器および処理した熱湯消毒器の水の液浸を使用して適用した抗菌
組成物の効果を研究した。この実験のために、プロセスの熱湯消毒器の工程より前に家禽
サンプルを選択した。コントロールサンプルを水で処理して、試験サンプルを抗菌溶液で
処理した。全てのサンプルを、基線を規定するためにｓａｌｍｏｎｅｌｌａで処理した。
次に、２つの異なる熱湯消毒器バスを調製した；１つは熱湯消毒器の水を含み、もう１つ
は抗菌溶液で処理した熱湯消毒器の水を含んだ。コントロールサンプルを、洗浄工程１７
０（図１）を模倣するために水で噴霧した。試験サンプルを、熱湯消毒器の水が抗菌溶液
を含み噴霧器が１：１５０希釈での抗菌溶液を含むこと以外は同じ方法で処理した。試験
を３回繰り返して（繰り返し１～３）、サンプルのｓａｌｍｏｎｅｌｌａ含有量を記録し
た。図１９は、水で処理したコントロールサンプルおよび希釈した抗菌溶液で処理した試
験サンプルにおけるｓａｌｍｏｎｅｌｌａ含有量を比較する。
【００５２】
　概要を述べた手順を、サンプルを基線を規定するためにＥ．ＣｏｌｉおよびＣｏｌｉｆ
ｏｒｍで処理することを除いて繰り返した。ここで、コントロールサンプルおよび試験サ
ンプルの１セットのみを試験して、その結果を図２０に示した。図２０を参照すると、Ｅ
．ＣｏｌｉおよびＣｏｌｉｆｏｒｍコロニー形成単位が、コントロールサンプルと比較し
た場合、試験サンプルにおいて実質的に減少することが容易に見られ得る。
【００５３】
　（実施例５）
　以下の研究を、模倣した処理の後で、ブロイラーチキンの胴体上にそのままにしておい
た残存する抗菌組成物の量を評価するために実施した。
【００５４】
　研究Ｉ（インライン再処理工程シミュレーション）－４個のブロイラーチキンの胴体を
地元の小売店から購入した。２個の胴体を、自動化したインライン再処理工程より前に、
即座に工程プラントで行われるリンス工程を模倣するために３秒～５秒間、水でリンスし
た。次いで、１５０：１の希釈で実施例１に従って調製した抗菌溶液で胴体を噴霧した（
インライン噴霧器を使用する妄想を模倣するため）。その胴体を、インライン再処理後の
滴下時間を模倣するために２分間そのままにすることを可能にして、冷却した。次いで、
冷却を模倣するために、胴体を６０分間、冷却した水の中へ移した。冷却工程の間に、エ
アレーションを模倣するために、胴体を定期的に攪拌した。さらに、商業的な状態を模倣
するために、３０分後、水を新鮮な水で完全に交換した。次いで、胴体を約４５分間、３
５０°Ｆで調理した。
【００５５】
　研究ＩＩ（インライン再処理工程および熱湯消毒シミュレーション）－２個の胴体を、
商業的な熱湯消毒の状態を模倣するために１５０：１の希釈で実施例１に従って調製した
抗菌溶液を含む１３０°Ｆの水の中へ２分間、浸漬した。胴体を、熱湯消毒器とインライ
ン再処理システムとの間のリンス噴霧を模倣するために、３秒～５秒間、リンスした。次
いで、胴体を抗菌溶液で噴霧した（インライン噴霧器を使用する妄想を模倣するため）。
その胴体を、インライン再処理後の滴下時間を模倣するために２分間そのままにすること
を可能にして、冷却した。次いで、冷却を模倣するために、胴体を６０分間、冷却した水
の中へ移した。冷却工程の間に、エアレーションを模倣するために、胴体を定期的に攪拌
した。さらに、商業的な状態を模倣するために、３０分後、水を新鮮な水で完全に交換し
た。次いで、胴体を４５分間、３５０°Ｆで調理した。
【００５６】
　調理した後、以下の工程を、各々の研究のために続けた。５０グラムの皮膚を各々の胴
体から回収した。皮膚のサンプルを、ブレンダーの中へ個々に移して、２００ｍＬの脱イ
オン水を加えた。皮膚を８分間、高度に混合した。３００ｍＬの新鮮な脱イオン水を、混
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合した混合物に加えて、さらに５分間混合した。１５０ｍＬの混合した混合物を、サンプ
ルジャーの中へ移して、試験および評価のために独立した研究室へ送った。
【００５７】
　１５０：１の濃度で抗菌溶液を用いて処理した完全に調理したチキンの独立した研究室
の評価は、最大で０．０２ｐｐｂのみを皮膚のサンプルから回収し得ることを示した。研
究Ｉ（インライン再処理工程シミュレーション）において、２個の胴体上に発見した残留
物は、０．０２ｐｐｂと０．０２ｐｐｂであった。研究ＩＩ（インライン再処理工程およ
び熱湯消毒シミュレーション）において、２個の胴体上に発見した残留物は、０．０１ｐ
ｐｂと０．０１ｐｐｂであった。インライン再処理工程ならびに熱湯消毒工程およびイン
ライン再処理工程について、模倣した商業的な状態を使用して処理した胴体から回収した
残留する抗菌溶液の量は、とても取るに足りないものなので、これらの状態の下で提案し
た組成物の使用は、健康上有害なものを示さないと結論した。
【００５８】
　４５分～６０分間、冷却工程におけるそれらの浸水より前に抗菌溶液で処理したチキン
で行った独立した試験は、チキン上の病原菌の数を実質的に減少する際に、非常に効を奏
し得ることを証明した。冷却装置から出した後の微生物試験結果と比較して、冷却水の中
へチキンを導入するより前に行った微生物試験は、病原性レベルの１ｌｏｇの減少を超え
た。つまり、抗菌溶液は、冷たい水ならびに暖かい水または熱い水に容易に溶解するので
、冷却装置に加えられ得る。
【００５９】
　これらの実施例は、従来のＣＰＣ組成物より出願人の発明の優位性を示す。１つの局面
において、抗菌溶液における種々の成分の組み合わせは、より効果的な化合物をもたらし
て相乗的に働く。結果として、大変少ないＣＰＣのパーセンテージが、家禽と接触する状
態になり、より優れた細菌除去を獲得する。さらに、ＣＰＣの従来の組成物は、グラム陰
性細菌に対してほとんど効果がない。本明細書中に開示した抗菌溶液は、グラム陰性細菌
に対してより優れた効果を有することが見い出されている。
【００６０】
　本明細書中に提供した代表的な実施形態は、家禽処理工程ラインに関するが、開示した
発明は、本発明の精神から逸脱せずに、一般に肉処理に適用され得ることは、理解される
。
【００６１】
　代表的な実施形態の成分を、それらのそれぞれの重量パーセントにおいて表すが、それ
でもなお、その割合が各々の成分のモルパーセントまたは容積パーセントを含むために変
化され得ることもまた、当業者によって理解される。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
　本発明は、以下の非限定的な図を用いて例示される：
【図１】図１は、家禽処理に行われる従来の処理工程を示すフローチャートである。
【図２】図２は、本発明の１つの実施形態による処理方法を示すフローチャートである。
【図３】図３は、コントロール溶液と比較した病原菌単離体および腐敗菌単離体について
の抗菌溶液の比較効果を示す。
【図４】図４は、本発明の１つの実施形態による抗菌溶液およびコントロール溶液に曝露
した場合の細菌コロニーの減少を比較的に示す。
【図５】図５は、コントロール溶液に対して別の実施形態による抗菌組成物の比較効果を
示す。
【図６】図６は、本発明の１つの実施形態による抗菌溶液およびコントロール溶液に曝露
した場合の細菌コロニーの減少を比較的に示す。
【図７】図７は、コントロール溶液と比較した種々の濃度での抗菌溶液の効果を比較的に
示す。
【図８】図８は、コントロール溶液と比較したＳａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕｒ
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ｉｕｍについての抗菌溶液の比較効果を比較的に示す。
【図９】図９は、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｃｙｔｏｇｅｎｅｓについての種々の濃度で
の抗菌溶液の効果を比較的に示す。
【図１０】図１０は、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｃｙｔｏｇｅｎｅｓのコロニー形成単位
を除去するための種々の濃度での抗菌溶液の効果を比較的に示す。
【図１１】図１１は、Ｅ．ｃｏｌｉの種々の濃度でのＥ．ｃｏｌｉについての抗菌溶液の
効果を比較的に示す。
【図１２】図１２は、Ｅ．ｃｏｌｉのコロニー形成単位を除去するための種々の濃度での
抗菌溶液の効果を比較的に示す。
【図１３】図１３は、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓの種々の濃度でのＥ
．ｃｏｌｉについての抗菌溶液の効果を比較的に示す。
【図１４】図１４は、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓのコロニー形成単位
を除去するための種々の濃度での抗菌溶液の効果を比較的に示す。
【図１５】図１５は、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓの種々の濃度で
の抗菌溶液の効果を比較的に示す。
【図１６】図１６は、Ｓｈｅｗａｎｅｌｌａ　ｐｕｔｒｅｆａｃｉｅｎｓの種々の濃度で
の抗菌溶液の効果を比較的に示す。
【図１７】図１７は、１：１５０の希釈でのＣａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｊｅｊｕｎｉ
のコロニー形成単位を除去するための抗菌溶液の効果を比較的に示す。
【図１８】図１８は、食品と接触する表面に付着する種々の微生物を処理するために使用
される場合の、抗菌溶液の効果を示す。
【図１９】図１９は、水を用いて処理されたコントロールサンプルおよび希釈した抗菌溶
液を用いて処理された試験サンプルにおけるＳａｌｍｏｎｅｌｌａ含有量を比較する。
【図２０】図２０は、水を用いて処理されたコントロールサンプルおよび希釈した抗菌溶
液を用いて処理された試験サンプルにおける微生物含有量を比較する。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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